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コージェネレーションシステムを導入する場所は住宅であり、事業者や事業所（店舗）兼住宅に該当しま

せん。

「カーボン・シナジー・コージェネレーションプロジェクト」に入会するにあたり、環境社会配慮を行い

持続可能性を確保するため、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律

、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法 、環境基本法 、

大気汚染防止法 、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法 、騒音規制法、振動規制法、景観法、労働安全衛生

法、消防法 、建築基準法、地球温暖化対策の推進に関する法律、その他関連法令等を遵守します。

別添「導入システム等の情報」について、記入した内容や添付資料に誤りがないこと、かつ、虚偽の報告

をしないことを誓約します。

「カーボン・シナジー・コージェネレーションプロジェクト」に登録するコージェネレーションシステム

は、他の類似制度及びJ-クレジット制度における他のプロジェクトのいずれにおいても登録していないこ

とに同意します。

「カーボン・シナジー・コージェネレーションプロジェクト」（県民）

<同意事項>

クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された情報を、クレアトゥラ株式会社が使用す

ることに同意します。

クレジット制度における各種申請に際し、本入会届に記載された以外の情報について、クレアトゥラ株式

会社が必要とする場合は提供することに同意します。

コージェネレーションシステムを導入することによる自家消費分についての環境価値（温室効果ガス排出

量の削減効果=J-クレジット）をクレアトゥラ株式会社へ譲渡すること、その結果として「コージェネ

レーションシステムの導入によって温室効果ガス排出量を削減」したことを主張できなくなることに合意

します。


